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大
阪
・
夢
洲
地
区
の
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
に
お
い
て
、
大
阪
府
知
事
は
大
阪
市
長
と
大
阪
Ｉ
Ｒ
株
式
会
社
と
と

も
に
当
事
者
と
し
て
、
整
備
事
業
を
推
進
す
る
立
場
に
あ
る
。 

 

大
阪
・
夢
洲
地
区
特
定
複
合
観
光
施
設
の
建
設
予
定
地
で
あ
る
夢
洲
は
、
浚
渫
土
砂
や
建
設
残
土
、
廃
棄
物
等
の
埋
め
立
て

に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
人
工
島
で
あ
り
、
土
壌
汚
染
や
液
状
化
、
地
盤
沈
下
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
大
阪
港
周
辺
に
は

我
が
国
の
高
度
経
済
成
長
を
支
え
た
重
化
学
工
業
が
立
地
し
て
い
た
。
Ｐ
Ｃ
Ｂ
（
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
）
や
ダ
イ
オ
キ
シ
ン

が
含
ま
れ
る
大
阪
港
の
浚
渫
土
砂
は
、
夢
洲
二
区
お
よ
び
夢
洲
三
区
に
埋
め
立
て
ら
れ
た
。
ま
た
、
夢
洲
一
区
に
は
ダ
イ
オ
キ

シ
ン
や
Ｐ
Ｃ
Ｂ
な
ど
有
害
化
学
物
質
が
含
ま
れ
て
い
る
焼
却
灰
が
埋
め
立
て
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
夢
洲
の
土
壌
が
汚

染
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。 

 

一
方
で
、
土
壌
汚
染
対
策
法
に
お
い
て
は
、
一
の
都
道
府
県
の
区
域
に
お
け
る
土
壌
汚
染
対
策
に
係
る
権
限
は
都
道
府
県
知

事
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
阪
府
夢
洲
地
区
の
土
壌
汚
染
問
題
に
つ
い
て
は
、
大
阪
府
知
事
と
し
て
土
壌
汚
染
状
況
に
つ
い

て
事
業
者
か
ら
報
告
を
受
け
確
認
す
る
立
場
に
あ
る
。 

 

そ
こ
で
、
以
下
、
質
問
す
る
。 



 

２ 

 

一 

夢
洲
地
区
の
土
壌
汚
染
問
題
に
つ
い
て
、
大
阪
府
知
事
は
、
事
業
実
施
主
体
と
し
て
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
側
と
、
土
壌
汚
染

対
策
法
に
基
づ
い
て
チ
ェ
ッ
ク
す
る
側
の
両
方
を
兼
ね
る
こ
と
と
な
る
の
か
。 

二 

夢
洲
地
区
の
土
壌
汚
染
問
題
に
つ
い
て
、
大
阪
府
知
事
は
、
事
業
実
施
主
体
と
し
て
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
側
と
、
土
壌
汚
染

対
策
法
に
基
づ
い
て
チ
ェ
ッ
ク
す
る
側
の
両
方
を
兼
ね
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
大
阪
府
知
事
の
チ
ェ
ッ
ク
が
甘
く
な
る
こ
と
が

懸
念
さ
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
は
如
何
に
。 

三 

土
壌
汚
染
対
策
法
で
は
、
二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
行
う
場
合
に
は
都
道
府
県
知
事

で
は
な
く
環
境
大
臣
が
所
掌
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
都
道
府
県
知
事
が
土
壌
汚
染
対
策
に
係
る
事
業
実
施
主
体
で
あ
る

と
き
は
、
環
境
大
臣
が
土
壌
汚
染
対
策
に
つ
い
て
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
で
確
実
に
土
壌
汚
染
対
策
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
す

る
こ
と
を
提
案
す
る
が
、
政
府
の
見
解
は
如
何
に
。 

 

右
質
問
す
る
。 


